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東かがわ市告示第61号 

 東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

                                                      東かがわ市長 上村 一郎 

東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金交付要綱（令和３年東かがわ市告示第59号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付要綱 東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金交付要綱 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への企

業の誘致や移住・定住の促進を図るため、法人事業者又は個人事業主（以

下「事業者」という。）に対し、事業者が購入した空き家を事業所として

改修する費用に対し、予算の範囲内で東かがわ市空き家事業所整備事業補

助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この要綱は、市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への企

業の誘致や移住・定住の促進を図るため、法人事業者又は個人事業主（以

下「事業者」という。）に対し、事業者が購入した空き家を事業所として

改修する費用に対し、予算の範囲内で東かがわ市テレワーク等空き家改修

事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） （定義） 

第２条 略 第２条 この要綱における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 空き家 住宅として建築された建築物で、現に居住その他の使用が

なされていないことが常態であるものをいう。 

(１) 空き家 市内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に

居住等をしていない一戸建ての住宅又は併用住宅をいう。 

(２) 住宅 一戸建ての住宅又は併用住宅（住宅以外の用に供する部分の

床面積が延べ面積の２分の１未満のものをいう。）をいう。 

(２) 法人事業者 会社法（平成17年法律第86号）上の本店（会社法の適

用を受けない事業者については、会社法上の本店に相当する事業所）が

市外にある法人をいう。 

(３) 略 (３) 略 

(４) 事業所 宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化

施設、子育て支援施設、レストラン、シェアオフィス、カフェ、商業施

設、テレワーク施設その他市長が認める施設をいう。 

(４) 移住者 一定期間居住する意思を持ち、市内に住民票の登録がある

者で、住民票を移す直前に、連続して３年以上市外に在住していた者を

いう。 

(５) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者（建築

士の資格を有し別表に定めるいずれかの講習を受講した者又は建築士法

(５) テレワーク 在宅勤務、モバイルワークなど、ＩＣＴ（情報通信技

術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。 
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改正後 改正前 

（昭和25年法律第202号）第10条の３第４項に規定する構造設計一級建

築士をいう。）が行う住宅の地震に対する安全性の評価をいう。 

ア 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第３章第８節に規定する

構造計算によるもの 

 

イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針

（平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。）別添

第一に示すもの 

 

ウ ア又はイに掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有す

ると認められるもの 

 

(６) 耐震改修工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対 

する安全性が、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する

危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されたもの

について、住宅の地震に対する安全性の向上を目的として県内に営業所

を設けている事業者が施工する住宅の補強又は改修の工事であって、次

のいずれかの方法により行うものをいう。 

 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第19条及び第20条の規定に適合

するように行われるもの 

 

イ 基本方針別添第二に示すもの  

ウ ア又はイに掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上さ

せると認められるもの 

 

(７) 簡易耐震改修工事 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住

宅の耐震診断と補強方法－木造住宅の耐震精密診断と補強方法（改訂版）

－」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法

又は精密診断法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と

判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を

高める工事をいう。なお、原則として、県内に主たる営業所を有する事

業者が施工する補強又は改修の工事に限る。 

 

（補助対象事業） （補助対象事業） 
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改正後 改正前 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下、「補助事業」という。）は、

次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、第６号においては、

補助対象物件が昭和56年５月31日以前に工事に着手したものであるとき

は、地震に対する安全性に係る建築基準法及びこれに基づく命令に適合す

るもの又は耐震診断の結果に基づき、耐震改修工事若しくは簡易耐震改修

工事を実施したものをいう。（補助事業に併せて実施する耐震改修工事、

簡易耐震改修工事を含む。） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たす

ものとする。 

(１) 事業者が、県の運営する空き家バンク「かがわ住まいネット」に登

録された住宅を購入し、事業所として改修すること。 

(１) 事業者が、県の運営するＷｅｂサイト「かがわ住まいネット」（空

き家バンク）に登録された住宅を購入し、事業所として改修すること。 

(２) 略 (２) 略 

 (３) 法人事業者の場合は、改修した補助対象物件で勤務する法人事業者

の従業者のうち１名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、市内

に転入して３年未満の移住者（以下「対象移住者」という。）であるこ

と。 

(３) 事業者が県内の市町間で事務所の移転を伴う場合は、従前の建物（自

己所有に限る。)が空き家とならないこと。 

(４) 対象移住者が県内の市町間で移住する場合は、従前の住居が空き家

（一戸建て又は併用住宅に限る。）とならないこと。 

 (５) 改修した対象物件で、間接補助事業者、その従業員又は訪問者等が

テレワークを行うためのインターネット環境を整えていること。 

(４) 国庫補助金及び他の香川県補助金が交付されている物件でないこ

と。 

(６) 国庫補助金及び他の香川県補助金が交付されている事業でないこ

と。 

(５) 県内市町間での事業所の移転を伴う場合にあっては、従前活用建物

（自己所有に限る。）が空き建築物とならないこと。 

 

(６) 改修工事後、耐震性が確保されていること。（空き家又は空き家で

あった住宅が、昭和56年５月31日以前に工事に着手したものであるとき

は、耐震診断の結果に基づき、耐震改修工事若しくは簡易耐震改修工事

を実施したものをいう。) 

 

(７) 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がない

こと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合は、この限りでな
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い。 

２ 略 ２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対

象外とする。 

(１) 第７条第１項の交付の決定前に補助対象事業を実施した者。ただし、

第６条第３項の届出を市長に提出したときは、当該提出の日以降に着手

することができる。 

(１) 第８条第１項の交付の決定前に補助対象事業を実施した者。ただし、

第７条第３項の届出を市長に提出したときは、当該提出の日以降に着手

することができる。 

 (２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団

員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する

と認められるもの 

 

(３)～(５) 略 (２)～(４） 略 

（補助対象経費） （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる改修に要する経費（以下「補助対象事業費」

という。）は、家屋の改修工事に要する経費（耐震診断・耐震改修工事・簡

易耐震改修工事に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び補助対象

物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備工事（例えば、

電気・ガス・給排水・空調・トイレなど）に要する経費を含む。）とする。

ただし、補助対象事業費が100万円以上であるものに限る。 

第４条 補助金の交付対象となる改修に要する経費（以下「補助対象事業費」

という。）は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、補助対象事業費が

100万円以上であるものに限る。 

 (１) 家屋改修費 家屋の改修工事に要する経費（耐震診断に要する経費、

家財道具の処分に要する経費及び整備される補助対象物件と構造上一体

となっていて、通常必要と認められる設備工事（例えば、電気・ガス・

給排水・空調・トイレなど）の整備に要する経費を含む。） 

 (２) 通信環境整備費Ｗｉ－Ｆｉ環境整備費、電話・通信回線工事費及び

セキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費（月額利用料等の

維持費を除く。） 

（補助金の交付申請） （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）

は、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付申請書（様式第１号）を

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）

は、東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金交付申請書（様式第１
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市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。 号）を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

２ 略 ２ 申請者は、次の各号に掲げる書類を前項の申請書に添えて市長に提出し

なければならない。 

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略 

 (10) 法人事業者の場合は、移住した従業者の戸籍の附票。個人事業主の

場合は、個人事業主の戸籍の附票（日本国籍を有する場合のみ。）（申

請時にない場合は、実績報告書提出時に提出すること。） 

(10) 略 (11) 略 

３ 第１項の申請に当たり、事業の効率的な実施を図るため、補助金交付決

定前に事業に着手する場合には、あらかじめその理由を明記した東かがわ

市空き家事業所整備事業補助金交付決定前着手届（様式第２号）を市長に

提出しなければならない。 

３ 第１項の申請に当たり、事業の効率的な実施を図るため、補助金交付決

定前に事業に着手する場合には、あらかじめその理由を明記した東かがわ

市テレワーク等空き家改修事業補助金交付決定前着手届（様式第２号）を

市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） （交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定に基づき提出された申請書等の審査、必要に応

じて行う実地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めた

ときは、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付決定通知書（様式第

３号）により申請者に通知する。 

第７条 市長は、前条の規定に基づき提出された申請書等の審査、必要に応

じて行う実地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めた

ときは、東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金交付決定通知書（様

式第３号）により申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の決定に際して、条件を付すことができる。 ２ 市長は、前項の決定に際して、次に掲げる事項につき、条件を付すもの

とする。 

 (１) 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）

は、第10条の報告までに、第３条第１項第３号に規定する要件を満たし

ている者とする。 

 (２) 補助事業者は、第10条の報告までに、第３条第１項第４号に規定す

る要件を満たしているものとする。 

 (３) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（変更等の承認） （変更等の承認） 

第８条 前条の規定による交付決定通知を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいず

第８条 前条の規定による交付決定通知を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいず



6/23 

改正後 改正前 

れかに該当するときは、あらかじめ東かがわ市空き家事業所整備事業補助

金変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

れかに該当するときは、あらかじめ東かがわ市テレワーク等空き家改修事

業補助金変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

(１)・(２) 略 (１)～(２) 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付し

た場合は、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金変更交付決定通知書（様

式第５号）により補助対象事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付し

た場合は、東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金変更交付決定通

知書（様式第５号）により補助対象事業者に通知するものとする。 

４ 補助対象事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、東かがわ

市空き家事業所整備事業補助金廃止承認申請書（様式第６号）を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

４ 補助対象事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、東かがわ

市テレワーク等空き家改修事業補助金廃止承認申請書（様式第６号）を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（事故報告） （事故報告） 

第９条 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができ

ないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速

やかに東かがわ市空き家事業所整備事業補助金事故報告書（様式第７号）

を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 

第９条 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができ

ないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速

やかに東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金事故報告書（様式第

７号）を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） （実績報告） 

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき（補助対象事業の廃止

の承認を受けたときを含む。）は、その日から起算して１か月を経過した

日又は交付の決定に係る会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、東

かがわ市空き家事業所整備事業補助金実績報告書（様式第８号）を市長に

提出しなければならない。 

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき（補助対象事業の廃止

の承認を受けたときを含む。）は、その日から起算して１か月を経過した

日又は交付の決定に係る会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、東

かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金実績報告書（様式第８号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 補助対象事業箇所の現況写真 (５) 補助対象事業箇所の現況写真及び購入物品の写真 

(６) 略 (６) 略 

 (７) 法人事業者の場合は、移住した従業者、個人事業主の場合は、個人

事業主の戸籍の附票（日本国籍を有する場合のみ。）（申請時に提出し
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ていない場合のみ。） 

 (８) 対象移住者の従前の住居状況が確認できる書類の写し（県外からの

移動は除く。） 

(７) 耐震改修工事結果報告書（耐震改修工事、簡易耐震改修工事を実施

した場合) 

 

(８) 略 (９) 略 

（額の確定等） （額の確定等） 

第11条 市長は、前条の規定により報告された書類の審査、必要に応じて行

う実地調査等により、補助金の交付の内容（第９条の承認をした場合は、

その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金の

額の確定通知書（様式第９号）により補助対象事業者に通知するものとす

る。 

第11条 市長は、前条の規定により報告された書類の審査、必要に応じて行

う実地調査等により、補助金の交付の内容（第９条の承認をした場合は、

その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補

助金の額の確定通知書（様式第９号）により補助対象事業者に通知するも

のとする。 

（補助金の請求） （補助金の請求） 

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに東

かがわ市空き家事業所整備事業補助金請求書（様式第10号）を市長に提出

するものとする。 

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに東

かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金請求書（様式第10号）を市長

に提出するものとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第13条 市長は、第８条第４項の補助対象事業の廃止の申請があった場合又

は次の各号のいずれかに該当する場合には、第７条の決定の内容（第８条

に基づく承認をした場合は、その承認した内容）の全部若しくは一部を取

り消すことができる。 

第13条 市長は、第９条第４項の補助対象事業の廃止の申請があった場合又

は次の各号のいずれかに該当する場合には、第８条の決定の内容（第９条

に基づく承認をした場合は、その承認した内容）の全部若しくは一部を取

り消すことができる。 

(１)～(７) 略 (１)～(５) 略 

(６) 第４条に該当する補助対象物件を、補助対象事業の完了日から起算

して３年以内に、補助対象物件を第三者に転売し、又は転貸したとき（市

長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。）。 

(６) 第４条第１項第１号に該当する補助対象物件を、補助対象事業の完

了日から起算して３年以内に、補助対象物件を第三者に転売し、又は転

貸したとき（市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。）。 

 (７) 略  (７) 略 

２ 略 ２ 略 



8/23 

改正後 改正前 

（財産処分の制限） （財産処分の制限） 

第14条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加

させた財産（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格が単価又は効

用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しよう

とするときは、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金の対象となった財

産の処分に係る承認申請書（様式第11号）を市長に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和40年３月31日大蔵省令第15号）別表に定める耐用年数を経過した取得財

産等の処分については、この限りではない。 

第14条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加

させた財産（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格が単価又は効

用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しよう

とするときは、東かがわ市テレワーク等空き家改修事業補助金の対象とな

った財産の処分に係る承認申請書（様式第11号）を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和40年３月31日大蔵省令第15号）別表に定める耐用年数を経過し

た取得財産等の処分については、この限りではない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

別表第１（第２条第５号関係）  

 

 

(１)  一般財団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講

習のうち、木造住宅に係る耐震診断資格者又は耐震改修技術者養成

のための講習 

(２)  香川県が実施する木造住宅耐震対策講習 

(３)  その他知事が認める講習 
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改正後 改正前 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 
 

年  月  日 

東かがわ市長  様 
 

申請者  住所 

氏名 

 

 
    

年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付申請書 
 

東かがわ市空き家事業所整備事業補助金の交付を受けたいので、東かがわ市空き家

事業所整備事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり

申請します。 
 

記 
 

１ 申請者の概要及び交付申請額 

申

請

者

の

概

要 

法人・個人の別 法人事業者 ・ 個人事業主 

事業者名  

住所・所在地（本店等） 〒 

代表者の職  

代表者の氏名  

担当者名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

e-mail  

交付申請額 円 
 

２ 添付資料 
（１）事業計画書（別紙１） 

（２）誓約書（別紙２） 

（３）法人事業者の場合は、登記簿謄本。個人事業主の場合は、個人事業の開業届出書及び所得税の

青色申告承認申請書の写し 

（４）許認可を必要とする業種の場合、営業許可証の写し（申請時にない場合は、実績報告書提出時に

提出。） 

（５）補助対象物件の所有権が確認できる書類 

（６）補助対象物件の図面等、補助対象物件の延べ面積の２分の１以上を事業所として使用することが

分かる書類 

（７）補助対象物件の位置図 

（８）補助対象事業の予定箇所の現況写真 

（９）補助対象事業の予定箇所の位置及び補助対象事業費の詳細が分かる書類の写し（内訳を含む。） 

(10)その他市長が必要と認める書類 

 

（法人にあっては主たる事

業所の所在地並びに事業者

名及び代表者の職・氏名） 

 



10/23 

改正後 改正前 
別紙１ 

東かがわ市空き家事業所整備事業補助金事業計画書 

 

補

助

対

象

物

件 

物件の名称 一戸建て専用住宅  ・  一戸建て併用住宅 

物件の所在地・住所 〒 

 

物件の所有者  

整

備

内

容 

工事等の内容  

工事等の費用（見積額）                      円 

金

額 

補助対象事業費の合計                      円 

 交付申請額                      円 

補助対象事業費 

の内訳 

 

 

従

前

の

建

物 

管理等の内容  

補助対象物件 

で実施する事業 

（事業名） 

（事業の内容） 

 

 

 

 

 

 

 

事業着手予定日     年  月  日 

事業完了予定日     年  月  日 

※補助対象事業費は100万円以上。 

※交付申請額は補助対象経費の合計額の1/2（千円未満切り捨て。）ただし、法人事業者は400万円、

個人事業者は200万円を上限とする。  



11/23 

改正後 改正前 
別紙２ 

誓 約 書 

 

当社（個人である場合は私）は、下記の事項について誓約します。 

なお、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金に関する報告及び立入調査につい

て、東かがわ市から求められた場合には、それに応じるとともに、関係機関に照会するこ

とについて承諾します。 

 

記 

 

１  補助対象外になる者に該当しません。 

２  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていません。 

３  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していませ

ん。 

４  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ

き関係を有していません。 

５  補助対象事業の完了日から３年間、対象物件の延べ面積の２分の１以上を事業所と

して使用します。また、使用できなかった場合には、補助金の全額を返還します。 

６  交付申請する事業は、国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている物件では

ありません。 

７ 従前に活用していた建物が将来的に管理不全な状態に陥らないよう適切に管理しま

す。（当該建物が県内の自己所有の場合に限る。） 

８ 申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。 

 

年   月   日 

東かがわ市長  様 

 

       事業者名     

代表者職・氏名                                  
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改正後 改正前 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 

 

年  月  日
 

 

東かがわ市長  様 
 

申請者  住所 

氏名 

 

 
    

 

   年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付決定前着手届 

 

 

標記事業について、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付要綱第６条第３項の

規定により、下記のとおり交付決定前に事業に着手しますので、届け出ます。 

 なお、本件に係る交付決定がなされなかった場合において、異議は申し立てません。ま

た、当該事業については、着手から補助金交付決定を受ける期間においては、計画変更

をしません。 

 

記 

 

１ 対象物件の所在地 

 

２ 事前着手理由 

 

３ 着手日及び完了予定日 

  着手日      年  月  日 

  完了予定日   年  月  日 

 

（法人にあっては主たる事

業所の所在地並びに事業者

名及び代表者の職・氏名） 

 



13/23 

改正後 改正前 

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係） 

 

第     号

年  月  日

 

 

                様 

 

 

東かがわ市長     

 

 

   年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった東かがわ市空き家事業所整備事業補助金につい

ては、下記の通り交付することに決定したので、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金

交付要綱第７条第１項の規定により通知する。 

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となる補助対象事業の内容は、 

  □ 申請書に記載されたとおりとする。 

  □ 一部修正の上、別紙のとおりとする。 

 

２ 補助金の交付決定額は、金       千円とする。 

 

３ 交付の条件 

（１）補助対象事業の内容を変更し、又は中止する場合は、市長の承認を受けること。

 

（２）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難

となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

  



14/23 

改正後 改正前 

様式第４号（第８条関係） 様式第４号（第８条関係） 
 

年  月  日 
 

 

東かがわ市長  様 
 

 

申請者  住所 

氏名 

 

 

 

   年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金変更承認申請書 

 

 

    年  月  日付け 第  号で補助金の交付決定通知のあった標記補助対象事業

の一部を変更する必要があるので、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付要綱第

８条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

 

                 記 

補助対象物件の所在地 東かがわ市 

変更の内容  

 

 

 

変更の理由  

 

 

 

 

補助対象事業費 
変更前 変更後 

円 円 

補助金交付申請額 
変更前 変更後 

円 円 

※変更後の事業計画書及び変更内容が分かる資料を添付すること 

（法人にあっては主たる事

業所の所在地並びに事業者

名及び代表者の職・氏名） 

 



15/23 

改正後 改正前 

様式第５号（第８条関係） 様式第５号（第８条関係） 

 

第     号

年  月  日

 

 

 様 

 

 

東かがわ市長 

 

 

   年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで補助金変更承認申請のあった東かがわ市空き家事業所整

備事業補助金については、下記の通り変更交付決定をしたので、東かがわ市空き家

事業所整備事業補助金交付要綱第８条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付の対象となる補助対象事業の内容は、 

  □ 変更承認申請書に記載されたとおりとする。 

  □ 一部修正の上、別紙のとおりとする。 

 

２ 補助金の交付決定額は、金         円とする。 

（本変更承認前の交付決定額  金         円） 

 

３ 交付の条件 

（１）補助対象事業の内容を変更し、又は中止する場合は、市長の承認を受けること。

 

（２）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難

となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。   



16/23 

改正後 改正前 

様式第６号（第８条関係） 様式第６号（第８条関係） 

 

年  月  日
 

東かがわ市長  様 
 

申請者  住所 

氏名 

 

 

 

東かがわ市空き家事業所整備事業補助金廃止承認申請書 

 

 

年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった標記補助対象事業を

廃止したいので、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付要綱第８条第４項の規

定により、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 廃止する事業内容 

 

２ 事業を廃止する理由 

 

３ 添付書類 

交付決定通知書の写し 

（法人にあっては主たる事

業所の所在地並びに事業者

名及び代表者の職・氏名） 
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改正後 改正前 

様式第７号（第９条関係） 様式第７号（第９条関係） 
 

年  月  日 
 

東かがわ市長  様 
 

申請者  住所 

氏名 

 

 

 

   年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金事故報告書 

 

 

年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった標記補助対象事業

について、下記の事故が発生したので、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金交付

要綱第９条の規定により報告します。 

 

記 

補助対象物件の所在地 東かがわ市 

事故の内容 

 

 

 

事故の原因 

 

 

 

現在までに要した経費 
               円 

（補助金の交付決定額          円） 

事故に対してとった措置 

 

 

 

補助対象事業の遂行及び 

完了の予定 

 

 

 

 

（法人にあっては主たる事

業所の所在地並びに事業者

名及び代表者の職・氏名） 

 



18/23 

改正後 改正前 

様式第８号（第10条関係） 様式第８号（第10条関係） 

 

年  月  日
 

 

東かがわ市長  様 
 

 

申請者  住所 

氏名 

 

 

 

   年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金実績報告書 

 

 

年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった補助対象事業を完

了（廃止・完了せずに年度終了）しましたので、東かがわ市空き家事業所整備事業補助金

交付要綱第 10 条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業費                     円 

 

２ 補助金交付決定額                     円 

 

３ 添付資料 

（１）事業報告書（別紙１） 

（２）補助対象事業費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。） 

（３）補助対象事業費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し 

（４）補助対象事業を実施した箇所の位置が分かる書類の写し 

（５）補助対象事業箇所の現況写真 

（６）営業許可書の写し（申請時に提出していない場合） 

（７）耐震改修工事結果報告書（該当の場合）（別紙２） 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（法人にあっては主たる事

業所の所在地並びに事業者

名及び代表者の職・氏名） 

 



19/23 

改正後 改正前 

別紙１ 

 

東かがわ市空き家事業所整備事業補助金事業報告書 

 

補

助

対

象

物

件 

物件の名称 一戸建て専用住宅  ・  一戸建て併用住宅 

物件の所在地・住所 〒 

 

物件の所有者  

整

備

内

容 

工事等の内容  

工事等の費用（請求額）  

金

額 

補助対象事業費の合計  

 補助金の額  

補助対象事業費 

の内訳 

 

 

補助対象物件で実施する事業 （事業名） 

（事業の内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業着手日     年  月  日 

事業完了日     年  月  日 
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改正後 改正前 
別紙２ 

 

  年  月  日 
 

 
 

耐震診断技術者 
氏  名                 印 
住  所                   
資  格  （   ）級建築士        
登録番号   第      号        

 
事務所名                   
電  話                   

 
 

耐震改修工事結果報告書 

 
    年  月  日に実施した下記対象空き家の耐震改修工事の結果について、関係

図書を添えて報告します。この関係図書の記載事項については、現地と照合しており、事

実に相違ありません。 
 

記 
 

活用後の用途  

空き家所在地  

改修工事後 
の構造耐力 
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改正後 改正前 

様式第９号（第11条関係） 様式第９号（第11条関係） 

 

第     号

年  月  日

 

              様 

 

 

東かがわ市長     

 

 

   年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金の額の確定通知書 

 

年 月 日付けで実績報告のあった補助金の額は次のとおり確定したので、東かが

わ市空き家事業所整備事業補助金交付要綱第11条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の確定額は、金            円とする。 
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改正後 改正前 

様式第10号（第12条関係）  

 

年  月  日 
 

東かがわ市長  様 
 

申請者  住所 

氏名                   印 

 

 

 

   年度東かがわ市空き家事業所整備事業補助金請求書 

 

 

年  月  日 付け  第   号により交付確定通知のあった東かがわ市空き

家事業所整備事業補助金について、下記のとおり東かがわ市空き家事業所整備事業補

助金交付要綱第12条の規定により請求します。 

 

１  請  求  額     金                     円 

 

２  振  込  先 

金融機関名・支店名 
 

口座種別 
 

口座番号 
 

（フリガナ） 

名 義 人 

（                                     ） 

 

（法人にあっては主たる事

業所の所在地並びに事業者

名及び代表者の職・氏名） 

 

様式第10号（第12条関係） 様式第10
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改正後 改正前 

様式第11号（第14条関係） 様式第11号（第14条関係） 
 

年  月  日 
 

東かがわ市長  様 
 

申請者  住所 

氏名 

 

 

 

東かがわ市空き家事業所整備事業補助金の 

対象となった財産の処分に係る承認申請書 

 

 

年  月  日付け     第     号で額の確定通知を受けた東かがわ市空き家

事業所整備事業補助金の対象となった財産を処分したいので、東かがわ市空き家事業

所整備事業補助金第 14 条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 補助対象事業者名等 

補助対象事業者名   

所在地   

 
２ 処分しようとする財産 

財産の名称  

処分の方法  

処分の時期  

処分の理由  

※「処分の方法」の欄には、目的外使用・譲渡・交換・貸付等の別を記載すること。 

 
３ 相手方 

所在地 法人名・氏名 利用の目的 条件 

    

 

（法人にあっては主たる事

業所の所在地並びに事業者

名及び代表者の職・氏名） 

 
附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


